
 

令和８年度国民健康保険中央会 

介護関連データ利活用に係る基盤構築事業の助成金交付要綱 

（介護事業所） 

 

（目的） 

第１条 公益社団法人国民健康保険中央会（以下「国保中央会」という。）が、

国から国保中央会へ令和８年４月１日付厚生労働省発老 0401第４号「令和８

年度（令和７年度からの繰越分）介護保険事業費補助金（介護関連データ利活

用に係る基盤構築事業）（公益社団法人国民健康保険中央会分）の国庫補助に

ついて」に基づく補助金の交付を受け、当該補助金を活用して、介護事業所（介

護保険法（平成９年法律第 123 号）に基づく全サービスのうち別添に定める

サービスを提供する介護事業所・介護施設等をいう。以下同じ。）における介

護情報基盤の利用に必要な環境整備に係る経費を助成することを通じて、市

町村（保険者）や介護事業所における業務の効率化、介護事業所、医療機関に

おいて利用者に提供される介護・医療サービスの質の向上に資する介護関連

データの利活用の推進を図ることを目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付の対象者は、介護事業所とする。 

 

（助成対象事業） 

第３条 本事業の事業内容は、以下のとおりとする。 

一 カードリーダーの購入経費 

介護事業所におけるカードリーダーの購入に係る経費を対象とする。ただ

し、介護情報基盤の利用に係る業務にのみ使用すること（当該業務以外での使

用の防止及び当該業務で使用するものであることを明確に判別するための表

示（シール等による貼付）を行うなど、介護事業所において工夫する）を前提

とした購入に限る。また、本事業の助成対象となるカードリーダーは「マイナ

資格確認アプリに対応したカードリーダー」とする。 

 

二 介護情報基盤との接続サポート等経費 

介護事業所におけるクライアント証明書の搭載等介護情報基盤との接続に

係る経費を対象とする。 

対象となる接続サポート等経費は以下のとおり。 

（１）カードリーダー接続確認 



（２）マイナ資格確認アプリのインストール及び設定 

（３）介護保険資格確認等 WEBサービスの設定 

（４）ユーザ権限の設定 

（５）ケアプランデータ連携システムの接続サポート 

（６）その他国保中央会が認める事業 

 

（助成金の交付額） 

第４条 前条各号に規定する助成金額については、介護事業所ごとに、同号に係

る経費の総額から寄付金その他の収入額（間接補助事業者が社会福祉法人等

の営利を目的としない法人の場合は寄付金収入を除く。）を控除した額と別表

の助成限度額とを比較して少ない方の額とを比較して少ない方の額（1,000円

未満切り捨て）を交付額とする。なお、同一介護事業所で複数のサービスを提

供する場合には、別表の介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成

限度額とすることができる。 

 

（交付の条件） 

第５条 助成金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。 

一 介護事業所は、事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、

速やかに国保中央会理事長の承認を受けなければならない。 

 

二 介護事業所は、事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに国保中央

会理事長の承認を受けなければならない。 

 

三 介護事業所は、事業の遂行が困難となった場合には、速やかに国保中央会

理事長に報告してその指示を受けなければならない。 

 

四 介護事業所は、当該事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30

万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30年政令第 255号）第 14条第１項

第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、国保中

央会理事長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

 

五 国保中央会理事長の承認を受けて財産を処分することにより収入があっ

た場合には、その収入の全部又は一部を国保中央会に納付させることがあ

る。 



六 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を

図らなければならない。 

 

七 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金等の額の確

定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業

により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令第 14 条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に

定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければなら

ない。 

 

（申請手続） 

第６条 申請手続は、次のとおりとする。 

一 助成金の申請は、第 13 条で定める申請期間に、国保中央会が運用するポ

ータルサイトから申請を行うものとする。 

 

二 助成金の申請は、第３条第１号のカードリーダーの購入及び同条第２号の

介護情報基盤との接続が完了した後に、ポータルサイトの申請画面から必要

事項を入力する。カードリーダー費用及びサポート等経費の金額は、税込金

額を設定する。また、併せて書類（領収書、通帳（口座番号が記載されたも

の）、サービス種類が確認できる資料（指定通知書等））の写し等を電子フ

ァイルとして添付のうえ申請する。 

なお、事業の完了とは、国保中央会が提示した手順書をもとに設定が完了

されていることを指す。 

 

三 助成金の申請は、介護事業所番号に基づき１回のみとする。 

 

（交付決定等） 

第７条 国保中央会は、前条の申請に基づき、当該申請に係る書類等の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の目的及び内容が適正である

かどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、適当と認めたときは

助成金の交付決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知するもの



とする。なお、申請に係る審査及び調査は、申請月の翌月実施し翌々月までに

決定等の結果を通知するものとする。 

 

（助成金の振込） 

第８条 国保中央会は、原則として、決定した助成金は介護事業所から申請時に

登録された指定口座へ振り込むものとする。 

 

（決定の取消し） 

第９条 国保中央会は、介護事業所が助成金を他の目的に使用し、助成金の交付

決定の内容若しくはこれに付された条件その他交付要綱に違反したとき、又

は国保中央会に提出した助成金の算定の基礎となる資料について故意若しく

は重大な過失により事実と異なる報告をしたと認められるときは、助成金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（消費税及び地方消費税の報告） 

第 10条 助成事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額

が 0円の場合を含む。）は、ポータルサイトの報告画面から必要事項を入力

し、併せて書類（記載内容を確認するための書類（仕入控除税額の積算内訳

等））を添付し報告する。遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度

４月 30日までに報告する。 

 

（助成金の返還） 

第 11条 国保中央会は、第９条の助成金の交付決定を取消した場合及び前条の

助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合において、期限を定め

て助成金の返還を求めるものとする。 

 

（延滞金） 

第 12条 延滞金は、次のとおりとする。 

一 国保中央会は、前条に基づく助成金の返還命令を受けた介護事業所が、こ

れを返還すべき期限までに返還しなかったときは、助成金の受領の日から返

還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき、年 3.0％（民法（明治 29年

法律第 89 号）第 404 条に定める法定利率の変動があった場合には、その利

息が生じた最初の時点における法定利率による。）の割合で計算した延滞金

を納付させるものとする。 

 



二 前号の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たり

の割合とする。 

三 第１号により延滞金を納付しなければならない場合において、介護事業所

の納付した金額が返還すべき助成金の額に達するまでは、その納付金額は、

まず延滞金の額に充てられたものとする。 

 

（申請期間） 

第 13条 助成金の申請は、第３条第１号のカードリーダーの購入及び同条第２

号の介護情報基盤との接続が完了した後に、令和９年３月 12日までに申請す

るものとする。ただし、申請期間が変更となった場合はおって通知する。 

 

（適用日） 

第 14条 本交付要綱は、令和８年４月１日から適用することとする。 

 

（留意事項） 

第 15条 留意事項は、次のとおりとする。 

一 助成金は、当該年度の予算の範囲内で執行するものであり、予算の上限に

達した場合は申請受付を終了する。 

 

二 助成金の申請は、原則として申請書類が全て整った状態で提出された順に

受付を行う。 

 

三 事業の内容、申請状況、予算執行状況等を踏まえ、必要に応じて助成金の

受付期間を短縮または中止することがある。 

 

 

別表（第 4条関係） 

カードリーダーの購入及び介護情報基盤との接続サポート等に係る経費 

１．助成対象（区分） 

※詳細は別添参照 

２．カードリーダー

の助成限度台数 

３．助成限度額 

訪問・通所・短期滞在系 ３台まで 助成限度額は 6.4万円まで 

居住・入所系 ２台まで 助成限度額は 5.5万円まで 

その他 １台まで 助成限度額は 4.2万円まで 

注 金額はいずれも税込み。 

 

 

 



別添 

 

助成対象（区分）：訪問・通所・短期滞在系 

11 訪問介護 68 小規模多機能型居宅介護（短期利用型） 

12 訪問入浴介護 71 夜間対応型訪問介護 

13 訪問看護 72 認知症対応型通所介護 

14 訪問リハビリテーション 73 小規模多機能型居宅介護 

15 通所介護 76 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

16 通所リハビリテーション 77 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

21 短期入所生活介護 78 地域密着型通所介護 

22 短期入所療養介護（介護老人保健施設） 
79 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短

期利用型） 

23 短期入所療養介護（病院等）  

2A 短期入所療養介護（介護医療院）  

31 居宅療養管理指導  

43 居宅介護支援  

 

助成対象（区分）：居住・入所系 

27 特定施設入居者生活介護（短期利用型） 51 介護福祉施設サービス 

28 地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型） 52 介護保健施設サービス 

32 認知症対応型共同生活介護 54 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護 

33 特定施設入居者生活介護 55 介護医療院サービス 

36 地域密着型特定施設入居者生活介護 59 特定入所者介護サービス等 

38 認知症対応型共同生活介護（短期利用型）  

 

助成対象（区分）：その他 

17 福祉用具貸与  

41 特定福祉用具販売  

42 住宅改修  

81 市町村特別給付  

※ なお、介護予防サービスのみを実施している介護事業所においては、介護

予防サービスを介護サービスに読み替えて申請を行うこと。 

※「介護予防・日常生活支援総合事業」は助成対象外とする。 

 

 

 

 


